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「山ラー」ラーメンフェス企画運営業務委託 基本仕様書 

 

１ 委託業務名 

  「山ラー」ラーメンフェス企画運営業務委託 

 

２ 目的 

  山形市は、現在、総務省家計調査における中華そばの１世帯あたりの支出額（単年）が２年連

続日本一であり、「ラーメンの聖地、山形市」を宣言し、ラーメンをきっかけとした地方創生の

実現を目指している。このような中、多種多様な本市のラーメンを首都圏において提供するイベ

ントを開催することで、本市のラーメン文化を広くＰＲし、本市への観光誘客を促進させ、地域

経済の活性化を図る。   

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和７年３月２８日まで 

 

４ 業務内容 

 ⑴ 「山ラー」ラーメンフェスの開催 

  ア 会場 

    東京都立日比谷公園 にれのき広場【３，６６０㎡】（東京都千代田区） 

    上記の他、会場に隣接する芝庭広場（東側園路【１，１６０㎡】・西側園路【１，１６０㎡】）

を使用することができるが、その際に発生する占用料金の支払は、本業務の中で行うこと。 

※会場等については、別紙１「日比谷公園イベント会場エリア」のとおり。 

  イ 日時 

   （ア） 会場準備・設営 

     令和７年３月２１日（金）午前 ９時から（予定） 

（イ） イベント実施 

     令和７年３月２２日（土）午前１１時から（予定） 

（ウ） 会場撤去 

     令和７年３月２３日（日） 正 午 まで（予定） 

※上記日時に係る会場の仮申込みは市において実施済みであるが、詳細な時間等において 

は、提案内容を踏まえ最終申込の際に変更することができる。 

  ウ 業務内容 

   （ア） イベントの開催 

    ① ラーメン及びラーメン関連物産等の販売 

     ○出店者の選定 

      ・イベント時にラーメンを提供することができる出店者を山形市内のラーメン店等か 

ら選定し、提案すること。 

      ・ラーメン販売の出店者数は、最小で２店舗とし、それ以上の店舗数を選定・提案す 
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ることを妨げない。 

・ラーメンの提供は、キッチンカーを使用することとし、それに必要な準備等は本業 

務の中で行うこと。 

・ラーメン関連物産等の出店者数は、最小１店舗とし、それ以上の店舗数を選定・提 

案することを妨げない。販売するものは、ラーメン関連物産等の他、山形市のラー 

メン文化のＰＲ、来場者数やラーメン提供数の増加等に資するものであること。 

     ○会場設営及び撤去 

・キッチンカーによりラーメンの販売ができるよう、給水、排水及び電気等必要な設 

備等を整備すること。 

      ・ラーメン関連物産等を販売できるよう、必要な設備等を整備すること。 

     ○出店者との調整 

      ・イベント会場において、スムーズな運営が行えるよう事前準備を含め必要な調整を 

行うこと。 

    ② 山形市ＰＲブースの設置 

     ○会場設営及び撤去 

      ・会場内にテントやテーブルなど必要な設備等を設置し、本市の多種多様なラーメン 

を広くＰＲできる環境を整備すること。 

○その他 

・本ＰＲブースは、市において運営を行う。 

    ③ 上記①及び②に必要な備品等の調達 

     ○ラーメン及びラーメン関連物産等の販売 

      ・会場内にてラーメンを販売するために必要なキッチンカー 一式 

      ・ラーメン関連物産等を販売するためにテント及びテーブル等の必要な設備 

 ・その他、ラーメン及びラーメン関連物産等の販売に必要な備品等 

     ○山形市ＰＲブース 

      ・ＰＲを行うために必要なテント、テーブル及びイスを準備すること。 

・最小１．５間×１間のテント１張、１８０ｃｍ×４５ｃｍの長テーブル３台及び 

イス６脚を準備すること。 

    ④ 飲食スペースの設営 

     ・会場内にテーブル及びイスを設置し、１００人程度が飲食できるスペースを確保する 

こと。 

     ・雨天時等でも対応できるよう、飲食スペースにはテント等を設置すること。 

    ⑤ その他 

     ・会場の使用にあたっては、別紙２「日比谷公園 イベント等占用に係る留意事項」を遵 

守する他、東京都建設局ホームページに掲載されているイベント開催にあたっての推 

奨事項等各種資料を確認の上、イベントの運営を行うこと。 

      https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/toubuk/event（東京都建設局ホームページ） 

     ・来場者が会場の情報を把握できるよう、会場レイアウト図や会場案内の看板等を作成 

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/toubuk/event
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し、設置すること。 

     ・ゴミ捨て場を設置し、ラーメン等の食べ残しも含め、適切にゴミの収集、分別及び処 

理を行うこと。 

     ・会場内での汚水処理は、グリストラップを設置するなど適切に汚水排水を処理するこ 

と。 

     ・会場申込及び会場占用料等の支払は受注者が行い、本業務の中で行うこと。 

   （イ） イベントの運営 

    ① 警備・スタッフの配置 

     ・会場設営から会場撤去までの夜間を警備する人員を配置すること。 

     ・会場及び来場者を整理するなど必要な運営スタッフを配置すること。 

    ② 会場内の清掃 

     ・適宜、会場内の清掃を行うこと。 

    ③ 各種許認可等の申請及び届出 

     ・食品営業許可 

     ・露店等の開設届出 

     ・排水処理等の相談及び許可申請 

     ・その他、必要な許認可等の申請及び届出等 

   （ウ） 広報・情報発信 

    ① チラシの作成・配布 

     ・イベント及び山形のラーメンを首都圏へ広くＰＲするチラシ（Ａ４／片面カラー）を 

デザイン・作成すること。提案者が想定するチラシの設置・配布場所等に応じて、必 

要部数を作成し、その内容を提案すること。なお、市が設置・配布するものとして 

２００部準備すること。 

     ・作成したチラシの電子データを活用し、市で運用するＳＮＳ等でＰＲを行うため、当 

該データを市へ提供すること。なお、作成するチラシデータは本業務とは別に今年度 

実施予定の「首都圏でのやまがたラーメンのＰＲ広告」においても使用する。 

    ② その他 

・イベント開催を広くＰＲするため、上記チラシの作成・配布以外に効果的な広報手段 

があれば提案すること。 

５ 工程管理 

  業務実施からイベントの開催までのスケジュールを定め、提案すること。 

６ 成果品の提出 

  上記４の業務内容について、実施報告書を作成し提出すること。 

７ 受託者の責務 

⑴ 受託者は、業務の実施にあたり関係法令等を遵守しなければならない。 

⑵ 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。特に個人情報の取扱いに

ついては、個人情報の保護に関する法令等に基づき十分留意すること。 

⑶ 業務履行にあたっては、本市担当職員と十分協議を行うとともに、その進捗状況に合わせて
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定期的に打合せを行うものとする。 

 

８ その他業務遂行における注意事項 

⑴ 受託者は委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、

あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りではない。 

⑵ 本業務によって得られた成果物に係る受託者に帰属する著作権（著作権法（昭和４５年法律

第４８号）第２１条から第２８条までに規定する権利をいう。）は、第三者に帰属するものを除

き、市に帰属するものとする。また、受託者は、あらかじめ市から書面による同意を得た場合

を除き、著作者人格権（著作権法第１８条から第２０条に規定する権利をいう。）を行使しない

ものとする。なお、受託者は、成果物に係る第三者に帰属する著作権について、本業務におけ

る利用に関し、市が無償かつ無期限に利用できるように、当該第三者から利用許諾を得なけれ

ばならない。 

⑶ この仕様書に定めのない事項及び疑義があるときは、市と協議の上決定するものとする。 



日比谷公園イベント会場エリア

♦水道栓： １３箇所
♦コンセントボックス： (１５A×２口）６箇所
♦排水：

①にれのき広場：３６６０㎡
②芝庭広場（西側園路）：１１６０㎡
③芝庭広場（東側遠路）：１１６０㎡
※占用料の算定：使用面積×占用料単価（３４円）×日数

①

②

③

別紙１



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 




